白河市役所本庁舎売店設置事業者募集要項

白河市役所本庁舎において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の4第7項に基づく行政財産の使用許可により、来庁者の利便性向上及び職員の福利厚生を目的とした売店を設置、運営する事業者を以下のとおり募集します。

１　事業の概要
　（１）物件概要
所在地：白河市八幡小路7番地１
施設名称：白河市役所本庁舎
設置場所：地下1階（面積45㎡）
＜参考データ＞（令和8年3月現在）
職員数　約350人 　1日あたりの来庁者数は、約300～400人
（２）使用許可の期間
期間は、営業開始日から3ケ年度（3年目の年度末(3/31)まで）とします。
使用継続を希望する場合は、市と事業者で協議を行い、3年間を限度として使用期間の延長をすることができます。また、事業者の都合又は使用期間満了により退去しようとするときは、その6か月前までに書面により意思表示するものとします。その際、使用期間は売店等の閉店に伴う原状復旧に要する期間を含むものとします。
（３）営業日・営業時間
　　　　営業日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日から翌年1月3日)を除く平日とします。なお、別途都合により休業日を設ける場合は、事前協議とします。
営業時間は午前10時から午後2時の4時間を必須とし、開庁時間　　　　（午前8時30分から午後5時15分まで）の範囲とします。
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２　費用負担
（１）行政財産使用料
営業開始月から1年の間、行政財産使用料を免除とします。翌年度以降の使用料については、売店の収支状況を踏まえ、市が決定するものとします。
（２）その他必要経費等
　　　　市から貸与する備品(貸与物品一覧表)については、無償貸与とし、その他売店の設置に要する費用は、事業者の負担となります。また、電気、水道等の光熱水費は事業者の別途負担いただきます。なお、参考までに、過去の実績では年間約12.5万円となります。
３　運営に関する諸条件
（１）販売品目
売店で扱う商品は、昼食（弁当、パン等）、菓子、飲料品、日用品（ティッシュ等）、衛生用品（マスク等）を重点品目とし、その他、来庁者向けの商品等は、基本的に事業者の提案によるものとします。
（２）営業に伴う関係法令上の手続き
　　　　　売店の営業にあたり、関係法令に基づき必要となる場合の申請、届出等の手続きは、すべて運営事業者の責任において行ってください。

３　応募資格
本事業に応募することができる資格者は、次に掲げる条件を満たすものとする。
（１）応募申込み時点で、安定した経営能力を有していること。
（２）国税及び地方税を滞納していないこと。
（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に該当すると認められる者。
（４）個人又は法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者。
（５）正当な理由がなくて契約を締結せず、又は履行しなかった者で、当該事実があった後2年を経過しない者。
（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
（７）会社法（平成17年法律第86号）の規定に基づく清算の開始、又は破産法（平成16年法律第75号）の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。
（８）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく会社更生手続開始の申立てまたは民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。

４　使用上の制限
使用許可期間中は、次のことを遵守してください。
（１）この要項のほかに行政財産使用許可の条件を遵守してください 。
（２）物件を他の者に転貸し，又は担保に供することはできません。
（３）市から貸与する備品については、適切に管理してください 。
（４）許可条件に違反する行為が認められた場合は、使用許可を取り消すことがあります 。
（５）事業者は，使用期間が終了又は許可が取り消された場合は，速やかに原状回復してください。なお，原状回復に際し，事業者は一切の補償を請求することができません。

５　損害賠償　
（１）事業者は、対象物件の使用にあたり市または第三者に損害を与えたときは、すべて事業者の責任において損害の賠償をしなければなりません。
（２）事業者は、その責めに帰する理由により、対象物件の全部又は一部を滅失し又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額に相当する額を損害賠償として支払うものとします。ただし、対象物件を原状に回復した場合は、この限りではありません。

６　報告の義務
　市から事業の運営に関する状況報告等の求めがあった場合、事業者は速やかに対応するものとします。

７　その他
事業者は、売店等の改装、修繕等を行うとき又は、使用計画を変更しよう場合、及び売店外に販売イベントの実施や、看板、のぼり旗などを設置する場合は、事前に市と協議し、承認を受けるものとします。

[bookmark: _Toc505244819]８　スケジュール（予定）
	内容
	期日・期間

	（１）公募開始
	令和8年4月10日

	（２）現地確認（希望者のみ）
	令和8年4月10日～4月15日

	（３）質疑書の受付
質疑書に対する回答
	令和8年4月10日～4月15日
令和8年4月16日～4月17日

	（４）応募申込み及び提案書の受付
	令和8年4月10日～4月28日

	（５）提案書の審査
	令和8年5月上旬

	（６）審査結果の通知
	令和8年5月上旬

	（７）行政財産使用申請及び許可
	令和8年5月上旬

	（８）開店準備、営業開始
	令和8年5月中旬以降



９　応募申込方法等
（１）申込方法
＜郵送する場合＞
受付期間：令和8年4月10日～ 4月28日必着
送付先：〒961－8602
白河市八幡小路7-1
白河市役所　総務部財政課 宛
＜持参する場合＞
受付期間：同上
午前8時30分～午後5時15分まで
※ なお，土曜日，日曜日，祝日は受付を行いません。
提出先：白河市八幡小路7-1
白河市役所　総務部財政課
（２）申込に必要な書類
①応募申込書（第1号様式）
②企画書（第2号様式）
③誓約書（第3号様式）
④決算書（直近1ヵ年分の賃借対照表、損益計算書等）
⑤登記事項証明書（現在事項証明書）（提出日前3か月以内に発行されたもの。個人事業主の場合は住民票）
⑥納税証明書（直近のもの）（未納税額がないことの証明）
【法人の場合】法人(所得)税、消費税、法人事業税、法人住民税
【個人の場合】所得税、消費税、個人事業税、個人住民税

10　結果通知
応募者全員に書面により結果を通知します。

11　使用許可申請の手続き
決定した事業者は、次の書類を提出願います。
①行政財産使用許可申請書
②販売品目（決定時点での想定）
③販売従事者名簿

12　事業者の決定の取消し
正当な理由なくして指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかった場合は、事業者としての決定を取り消すことがあります。

13　その他
使用許可の手続き及び履行に関する一切の費用は，事業者の負担となります。

１４　お問い合せ先
白河市八幡小路7-1
白河市役所　総務部財政課管財係
電　話：0248-28-5504（直通）
Ｆａｘ：0248-27-2577


≪附帯設備≫
	エアコン
	1機

	コンセント（単相100Ｖ）
	4箇所

	電話
	1台



＜貸与物品一覧表＞
	事務机（700×1200）
	1台

	事務イス
	1台

	陳列棚（900×550）
	1台

	陳列棚（1800×550）
	1台

	陳列棚コーナー
	1台

	書棚（880×400）
	1台

	テーブル（750×750）
	1台

	テーブル（530×530）
	1台

	壁置き陳列棚（900×350×1800）
	3台

	スチールラック（1200×600×1100）
	2台

	スチールラック（900×450×900）
	1台

	レターケース
	4台

	レジ
	1台

	ポット
	1台





（第１号様式）

白河市役所本庁舎売店設置事業者応募申込書


令和　　年　　月　　日


白河市長


私は、「白河市役所本庁舎売店設置事業者募集要項」に基づき、関係書類を添付のうえ応募の申し込みをします。



所在地又は住所

商号又は名称　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞



（事務担当責任者）
所属・職名

氏名

電話

E-mail


（第２号様式）
企　画　書
１．コンセプト
	事業内容
	

	営業時間
	

	提案理由
	



２．商品・サービスの構成（別紙可）
	販売する主な商品の種類・価格等



３．運営方法・勤務体制（別紙可）
	従業員の配置体制（計画）



４．アピールポイント
	地域への貢献等の取組みや活動実績・市の事業等の連携など





（第３号様式）

白河市役所本庁舎売店設置事業者誓約書

令和　　年　　月　　日

白河市長


　私は、白河市役所本庁舎売店設置事業者募集の参加に当たり、次の事項を誓約します。

１　白河市役所本庁舎売店設置事業者募集要項を遵守します。

２　白河市役所本庁舎売店設置事業者募集要項に定める応募者資格を満たしています。

３　売店等の運営にあたっては、法令上の規制を遵守します。

４　白河市役所本庁舎売店設置事業者応募申込書及びその他白河市に提出する関係書類のすべての記載事項は事実と相違ありません。

５　以上の事項について、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して白河市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。



所在地又は住所

商号又は名称　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

